
　このほど株式会社ツルハホールディングスとクラシエ薬品株式会社から、車いす１台が寄贈され
ました。両社は2007年から社会貢献の一環で、毎年各都道府県の社会福祉協議会に車いすを贈る
活動を行っており、今年度は潟上市社会福祉協議会が受贈したものです。１月21日に秋田県社会
福祉協議会で行われた贈呈式では、株式会社ツルハホールディングスの勝山氏から秋田県社会福祉
協議会の須田広悦常務理事に目録が手渡されました。
　また、２月16日にはＮＴＴ秋田グループより1,700点のタオル・マスク・石鹸等の衛生用品を
寄贈いただきました。ＮＴＴ秋田グループでは社員一人ひとりができるSDGs・社会貢献活動の一
環として、家庭にある未使用タオル等を募集し、地域福祉活動に役立ててもらう活動を2013年度
から実施しており、今年度は潟上市社会福祉協議会がいただきました。
　いただいた、車いす・衛生用品については地域福祉活動に大切に活用させていただきます。

（左）株式会社ツルハホールディングス
北東北店舗運営本部第二店舗運営部長　勝山　浩二 氏

（左）ＮＴＴ東日本　秋田支店
県北営業支店長　伊佐　素彦 氏
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けんり ようご 　令和８年の春に設立予定の「潟上市社会福祉協議会
権利擁護センター」について３号連続でお知らせする
記事の第３回です。最終回は「権利擁護センターに『つ
なげる人』の必要性」についての説明です。

 ❶ 「つなげる人」の必要性
　精神障がいや知的障がい、認知症などによって判断能力が低下している方は、人権・権利が
侵されやすい状況に置かれています。例えば、悪質商法などの経済的被害や虐待を受けていて
も、それに本人が気づかなかったり、他者にＳＯＳを発信できなかったりします。社協がこの
ような方々を直接発見することもありますが、全員を発見できるわけではありません。したがっ
て、このような方々を発見し、権利擁護センターに「つなげる人」が必要です。

 ❷ 「つなげる人」の役割
　「つなげる人」は、市民・民生児童委員・人権擁護委員・他の社会福祉法人の専門職など、
広い範囲の様々な人たちが対象になります。この方々が、判断能力が低下した本人やその家族、
関係機関等からの相談・実態把握によって権利擁護が必要な人を発見した際、権利擁護センター
に相談・情報提供していただくと、当センターが適切な対応を行います。このとき「つなげる人」
は、様々な制度を比べるなど難しい判断をする必要はなく、当センターが慎重に検討します。

 ❸ 「権利擁護センター」の使命
　経済的被害や虐待により成年後見制度の利用が必要な場合には、関係
機関と連携しながら、制度の利用が始まるまで支援を続けます。それだ
けでなく、病院の受診や福祉サービスの利用等の契約においてや、預貯
金・不動産等の財産管理、遺産相続、施設入所契約などの法律行為にお
いて支援が必要な場合には、当センターが直接支援したり、より専門的
な機関を紹介したりするなどの対応を行います。

◆申込み先　３月６日（金）までに、潟上市社会福祉協議会まで電話かファックスでお申し込みください。
　定員は100名（先着順）となります。　TEL 018－877－2627　FAX 018－854－8251

成年後見セミナー（実務講座）を開催します成年後見セミナー（実務講座）を開催します
　今春設立予定の潟上市社会福祉協議会「権

け ん り
利擁

よ う ご
護センター」の業務に関する説明会（セミナー）

を開催します。参加費は無料ですので、お気軽にお申し込みください。

日　時　 令和８年３月12日（木）
午後２時から（120分程度）

場　所　 潟上市市民センター「昭和館」ホール
（潟上市昭和大久保字堤の上１－３）

内　容　 演題「成年後⾒制度と地域連携ネットワークについて
　　　　 　　　　　― 事例を通して潟上市における成年後⾒制度利⽤促進の⽅向性を探る ― 」

　平成27年４月に権利擁護センターを設立した鹿角市社協の権利擁護センター
長の浅水和也氏に、支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域
連携の仕組みなどについて事例を通してわかりやすく解説していただきます。

説明者　 社会福祉法人　鹿角市社会福祉協議会　常任理事兼事務局長　浅水　和也 氏
対象者　 潟上市内にお住まいの方、潟上市内で勤務されている方（医療・介護・行政等）
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2 社協では近隣の声かけ運動を推進しています



「市民公開セミナー＆無料相談会」のご案内
　公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター（行政書士による専門職団体）秋田県支部は、
以下の内容によるセミナーを開催します（後援：潟上市社会福祉協議会等）
　本セミナーでは、成年後見制度のうち取り上げられる機会の少ない「任意後見制度」に関する
説明のほか、相続・遺言について分かりやすく説明するとともに、併せて法定後見制度、任意後
見制度、相続・遺言などについての無料相談会を実施します。

日　時　  令和８年４月11日（土）13：30～16：00

会　場　  潟上市市民センター「かたりあん」（天王字上江川47－398）

参加費　  無　料（事前の参加申し込みは不要です）

内　容　  ①市民公開セミナー　13：30～
　　　　　  「終活と、『任意後見』という選択肢」　講師：齋藤　均（潟上市社協  社会福祉士）
　　　　　  「意外と身近にある争続（相続）」　　　講師：行政書士（コスモス秋田支部会員）
　　　　  ②無料相談会　15：00～

日常介護用品支給・寝具類等洗濯乾燥日常介護用品支給・寝具類等洗濯乾燥
消毒サービスのお知らせ（５月支給分）消毒サービスのお知らせ（５月支給分）

　在宅で、常時紙おむつを使用
している下記の対象者の方に紙
おむつを支給します。

▼対　象
介護保険「要介護度３・４・
５」に認定されている方。
身体に障がいのある方。

▼負担額
　なし

　要援護者で寝具類の衛生管理に困難をきたしている方
に、業者が自宅へ回収に行き、洗濯をして配達します。

▼対　象
・�介護保険「要介護度１」以上の認定を受けている

75歳以上の一人暮らしの世帯
・�同居者全員が介護保険「要介護度１」以上、または

障害者手帳（１・２級）等の交付を受けている世帯
　※いずれも住民税非課税世帯の方が対象となります

▼負担額
　かかった費用の一割

　申込締め切りは４月３日（金）です。申請用紙は社会福祉協議会本所（飯田川）にあり
ます。また、潟上市社会福祉協議会ホームページにも掲載しています。

「市民公開セミナー＆無料相談会」のご案内「市民公開セミナー＆無料相談会」のご案内

お問い合わせ先　　公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター秋田県支部
　　　　　　　　　担当：今（こん）　電話 090－4314－1325　FAX 018－865－8133

寝具類洗濯乾燥消毒サービス日常介護用品支給

018－877－5017　http://katagami-shakyo.or.jp/yousiki/index.htmlお問い合わせ先
潟上市社会福祉協議会　本所提　出　先
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受付時間　10：00～15：00
お問い合わせ先　TEL 018－877－5017

日にち 会　　場
３月５日（木） 昭 和 セ ン タ ー４月23日（木）
３月12日（木） 天 王 セ ン タ ー４月９日（木）
３月26日（木）

飯 田 川 セ ン タ ー４月２日（木）
４月30日（木）

３～４月の開設日
心 配ごと相 談 所心 配ごと相 談 所

　社会福祉協議会では、現在令和８年度から11年度
に実施する事業の指針となる第３期地域福祉活動計画
を策定中です。複合的な福祉課題に対し、地域の福祉
資源でつながり合って解決する事業について検討中で
す。こちらについては次号の社協だよりでご紹介でき
ればと考えております。� （西村健也）

ありがとうございます
（２月16日までの受付）

編集後記

　令和７年度に、いきいきサロン助成金を受
けている団体は、日誌と助成金報告書を３月
31日（火）まで社協本所に提出してください
ますようお願いします。

【一般寄付】　昭和　大郷守老人クラブ 様
　　　　　　天王　児玉老人クラブ創寿会 様
　　　　　　昭和　上町老人クラブ栄友会 様
　　　　　　昭和　槻木老人クラブ 様
　　　　　　天王　羽立老人クラブ 様

　令和８年４月１日から、屋内ゲートボール
場すぱーく天王の管理運営は、潟上市文化ス
ポーツ課が行います。３月31日以前のご利
用を希望される場合は社会福祉協議会までお
問い合わせください。

⃝どんな相談も受けます　⃝秘密は守ります
⃝無料です
⃝電話でのご相談も受け付けています
⃝�間違い電話が増えています。おかけ間違いに

ご注意ください

いきいきサロン日誌、
助成金報告書の提出のお願い

いきいきサロン助成金の申請と
サロン保険加入について

　社協ではいきいきサロンを開催している団
体に、年額5,000円を助成しています。令和
８年度も継続して助成を受けたい団体は、３
月31日（火）まで社協本所に申請してくださ
い。また、サロンの保険への加入も受け付け
ています。（保険料は一人一回につき13円で
す）※�新規でサロンを開設する団体については

随時受付しています。
〈サロン助成の条件〉
・概ね月１回以上の開催
・�60歳以上の５人以上で最寄りの集会所等

で開催
★�各種様式（日誌、報告書、申請書）につい

ては潟上市社会福祉協議会ホームページに
も掲載しています。

　�http://katagami-shakyo.or.jp/yousiki/
index.html

赤い羽根共同募金
助成事業説明会のご案内

皆様の善意は市民の福祉のため
大事に使わせていただきます。

屋内ゲートボール場
すぱーく天王について

　潟上市共同募金会では、さまざまな地域福祉の
活動に取り組む組織や、ボランティア・市民活動
団体などを支援する仕組みの一つとして「赤い羽
根共同募金運動」の配分金を助成しています。
　共同募金の目的をご理解いただき、本事業を活
用していただくために、説明会を開催いたします。
　新規に助成の申請を希望するみなさま（団体
等）は、ご出席くださるよう、ご案内いたします。
※�資料準備のため、出席希望の方は３月10日（火）

まで、ご連絡ください。
　　　　　令和８年３月17日（火）
　　　　　10時00分から１時間程度
　　　　　潟上市社会福祉協議会
　　　　　（潟上市役所飯田川出張所内）

と　き

ところ

お問い合わせ先▶018-877-2677（担当：西村）
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4 皆様からの会費は社協の重要な自己財源です


